
 

 

宍粟市報道発表              令和７年 11 月 19 日 

 

中学生の部活動 

令和10年10月地域クラブ活動へ 
 

概 要 

  

 市内７中学校で実施している部活動が、令和 10年 10月をめどに終了

し、地域クラブによるスポーツ活動や文化芸術活動へ移行します。全国的

にも少子化による生徒数の減少や、部活動指導を担う教職員の負担が過重

になっている昨今、当市においても、生徒数の減少で部員募集の停止や複

数校による合同チームの検討など、中学校における部活動の維持継続が困

難な状況になっています。 

このような状況をふまえ、今年度、宍粟市部活動地域展開推進委員会を

開催し、今後の学校部活動のあり方について協議を重ねました。そして、

このたび、部活動の地域展開を確実に推進するため、令和 10 年 10月をも

って宍粟市立中学校全ての部活動を終了することとし、「地域クラブ」に

よるスポーツ活動や文化芸術活動へと展開する方針を同委員会において確

認し、「宍粟市部活動地域展開推進方針」を策定しています。 

 今後、同方針に基づき、当市のすべての子どもたちが、将来にわたり、

スポーツ活動や文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保

し、子どもたちの希望やニーズに応じた多様で豊かな「地域クラブ活動」

の実現につながる部活動の地域展開を推進していきます。 

 

参考資料 宍粟市部活動地域展開推進方針、広報しそう 11月号（別冊） 

問合せ先 所属 学校教育課 ℡ 0790-63-3118 

兵庫県宍粟市 
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はじめに 

 

 生徒が自主的・自発的に参加し、教職員である部活動顧問の献身的な働きと保護者や地域住民

の支援のもと、学校教育の一環として実施されてきた中学校の部活動は、生徒の体力や知識・技

能の向上はもとより、主体性や社会性、豊かな人間性など心身の健全な育成に大きな役割を果た

してきました。 

 しかし、近年の少子化の進展による生徒数の減少や部活動指導を担う教職員の負担が過重にな

っていることから、従来どおりの学校部活動を維持・運営することが全国的に困難な状況になっ

ています。 

 本市の中学校においても、生徒数の急速な減少のため、部員募集停止（休部・廃部）や複数校

による合同チームの検討を行うなど、深刻な状況を迎えています。 

 このような状況を踏まえて、令和６年度には「宍粟市中学校の運動・文化部活動の在り方に関

する協議会」を開催し、本市における部活動の地域展開に向けた学校部活動の課題を整理しまし

た。今年度は「宍粟市部活動地域展開推進委員会」を開催し、今後の学校部活動の在り方につい

て協議を重ねてきました。 

そして、この度、本市における部活動の地域展開を確実に推進するため、文部科学省・スポー

ツ庁・文化庁「学校部活動及び地域クラブ活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（令和４

年 12 月）、兵庫県教育委員会「兵庫県部活動地域移行推進計画」（令和６年 12 月）等を参酌し、

令和 10 年（2028 年）10 月をもって、宍粟市公立中学校の全ての部活動を地域展開する方針を宍

粟市部活動地域展開推進委員会において確認し、ここに「宍粟市部活動地域展開推進方針」を策

定しました。 

 今後、この方針に基づき、本市のすべての子どもたちが「将来にわたり、スポーツ・文化芸術

活動に継続して親しむことができる機会を確保」される、子どもたちの希望やニーズに応じた多

様で豊かな「地域クラブ活動」の実現につながる「宍粟市における部活動の地域展開」を推進し

ていきます。 

 また、従来の学校部活動の教育的意義や役割については、地域展開後の「地域クラブ活動」に

継承するとともに、「地域クラブ活動」での異世代との交流をはじめとする「豊かで多様な体験」

等、新しい価値が創出されるよう、学校関係者や社会教育関係者、スポーツ団体、文化芸術団体

などとの連携を図りながら、本市の実情に応じた「地域クラブ活動」の創設や持続可能な活動環

境の整備に努めていきます。 

さらに、この部活動地域展開の推進が、教職員の超過勤務等の業務改善をはじめとする働き方

改革につながるとともに、市民の皆様のご理解とご支援により、宍粟市の生涯スポーツ・生涯学

習等が一層充実し、活力と魅力あるまちづくりにつながるものと期待しています。 

 

 

令和 7年（2025年）10月 
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Ⅰ 部活動改革の背景 

１ 国の動向 

  学校部活動は、スポーツ・文化芸術活動に興味・関心のある同好の生徒が参加し、各部活

動の責任者（部活動顧問）の指導のもと、学校教育の一環として行われ、我が国のスポーツ・

文化芸術振興を大きく支えてきました。 

しかし、今日、少子化の進行による学校単位での部活動の存続に関する困難さが急速に深

化していることに加え、教職員の過剰労働を解消する必要性が浮彫りとなっていることを背

景にして学校部活動は持続可能性の危機に直面しており、国を挙げて改革の方向性を試行錯

誤している状況にあります。 

このような状況を踏まえて、文部科学省は、学校部活動の適正な運営や効率的・効果的な

活動の推進とともに、学校部活動の地域連携及び地域クラブ活動への移行（展開）に向けた

取組方針や対応に関する考え方を示してきました。 

時  期 項    目 内  容  等 

平成 25 

（2013）年 

５月 

運動部活動での指導のガイドライン 

(文部科学省) 

・大阪市立学校における体罰事

案問題 

・望まれる効果的な指導法 

 

平成 29 

（2017）年 

４月 

 

部活動指導員の制度化 

(文部科学省・スポーツ庁・文化庁) 

・学校教育法施行規則の一部改 

 正 

・部活動指導員に関する規則等

の整備 

 

平成 30 

（2018）年 

３月 

 

「運動部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン」・「文化部活動の在

り方に関する総合的なガイドライン」

の策定(文部科学省・スポーツ庁・文化

庁) 

・適正な運営のための体制整備 

・合理的、効率的、効果的な活動 

・適切な休養日等の設定 

・生徒のためのスポーツ環境の

整備 

 

令和２ 

（2020）年 

９月 

学校の働き方改革をふまえた部活動

改革(文部科学省・スポーツ庁・文化

庁) 

 

・休日部活動の段階的地域移行 

・学校・地域が協働・融合した部

活動 

・学校の働き方改革も考慮 

 

令和４ 

（2022）年 

６月/８月 

部活動の地域移行に関する検討会議

提言(文部科学省・スポーツ庁・文化

庁) 

・部活動の意義・課題・めざす姿 

・子どもたちの多様な体験機会

の確保 
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令和４ 

（2022）年 

12 月 

 

学校部活動及び新たな地域クラブ活

動の在り方に関する総合的なガイド

ライン（文部科学省・スポーツ庁・文

化庁） 

 

・学校部活動と新たな地域クラ

ブ活動の在り方 

・学校部活動の地域連携や地域

クラブ活動への移行に向けた

環境整備 

・大会等の在り方の見直し 

 

令和 5 

（2023）年

度～ 

令和７ 

（2025）年

度 

 

中学校部活動の休日地域移行に関す

る「改革推進期間」を上記ガイドライ

ン上に位置づけ（文部科学省・スポー

ツ庁・文化庁） 

 

・休日における学校部活動の地

域連携や地域クラブ活動への

移行について、令和５（2023）

年度から令和７（2025）年度ま

での３年間を改革推進期間と

して位置づけ 

・各都道府県及び市区町村にお

ける推進計画の策定等により、

休日の学校部活動の段階的な

地域連携・地域移行の促進 

 

令和 7年

（2025年） 

5月 

 

 

「『地域スポーツ・文化芸術創造と部

活動改革に関する実行会議』最終とり

まとめ」（地域スポーツ・文化芸術創造

と部活動改革に関する実行会議） 

・令和 8～10年度を前期改革実行

期間、令和 11～13 年度を後期

改革実行期間と位置づける 

 

 

 

２ 宍粟市の状況 

本市における少子化による生徒数の減少は、今後さらに進んでいきます。（資料①・資料②

参照） 

このような状況の中、市内の中学校においては、部活動の種目を減らしたり他校との合同

チームによる大会参加等を余儀なくされているケースもあり、本市における部活動改革は、

大きな課題となっています。 

今後、これまで学校が担ってきた部活動の役割を、地域のスポーツ・文化資源等を最大限

に活用して、子どもたちのニーズに応じた多様で豊かな宍粟市ならではの「地域クラブ活動」

を展開することで、「将来にわたり、宍粟市のすべての子どもたちがスポーツ・文化芸術活動

に継続して親しむことができる機会」を確保しなければなりません。 
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 （資料①） 

宍粟市中学校別生徒数の推移〔令和７年度～令和 12年度〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度

206 189 185 178 172 151 73.3%

141 135 149 157 159 150 106.4%

250 244 226 216 199 183 73.2%

122 119 107 99 88 79 64.8%

60 52 51 42 44 34 56.7%

54 49 41 38 42 39 72.2%

42 40 38 36 35 37 88.1%

875 828 797 766 739 673 76.9%

令和７年６月時点

R7を「100」とした

時のR12の割合(%)

山崎南中学校

山崎東中学校

山崎西中学校

千種中学校

中学校生徒合計

一宮南中学校

一宮北中学校

波賀中学校

山崎西中 

山崎東中 

山崎南中 

一宮南中 

一宮北中 

波賀中 

千種中 
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（資料②） 

宍粟市学校別部活動の実施状況及び部員数表（令和７年度 6月時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 部活動改革の必要性 

【これまでの学校部活動の役割】 

○ 生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を学校が保証 

○ 生徒の自主的・自発的な参加による活動を通じ、責任感・連帯感等の育成 

○ 生徒同士や生徒と教職員等との好ましい人間関係の構築 

 

【これからの部活動の課題】 

○ 少子化の進行による学校の小規模化が進み、従来同様の学校単位による運営が困難 

○ 専門性や意思の有無にかかわらず教職員が顧問を務めるこれまでの指導体制の継続は、

学校の働き方改革を進めるうえで困難 

○ 地域指導者や保護者にも働き方改革が求められる時代背景への対応 

 

今後、学校部活動が担ってきた生徒の多様な体験機会を確保するため、地域における持続

可能で多様な宍粟市ならではのスポーツ・文化芸術環境の整備が必要となっています。 

そのために、部活動の地域展開推進方針を定め、その改革の手順や方法を示しながら、本

市における部活動の地域展開推進に係る課題を整理しつつ、子どもたちや保護者・地域のス

ポーツ・文化芸術団体等の関係機関等と丁寧な合意形成を図りながら、段階的・計画的に部

活動改革を進めていかなければなりません。 

部活動名 山崎西 山崎南 山崎東 一宮南 一宮北 波賀 千種 合計 備考

野球 23 9☆ 23 9☆ 9〇 14〇 87 ☆〇は合同チーム

ソフトボール 13 14 15 10◇ 5◇ 57 ◇は合同チーム

男子バレー 17 14□ 31 19 6□ 87 □は合同チーム

女子バレー 18 14 23 13 12 9 13 102

男子卓球 21 18 32 19 9 4 15 118

女子卓球 17 15 19 15 7 8 81

サッカー（男） 22 20 42

剣道（男） 6 8 14

剣道（女） 3 3 6

剣連中学部 0 5 0 0 0 0 0 5 実証事業

陸上（男） 8 12 20

陸上（女） 3 2 5

バスケ（女） 19 19

柔道（男） 6 6

柔道（女） 0 0

水泳（スポ） １(女) 1(男) 2

吹奏楽 28 23 28 12 12 8 111 実証事業

文化部 23 9 32

入部生徒数 192 134 234 103 47 48 36 794

学校生徒数 206 141 250 122 60 54 42 875

部活加入率 93.2% 95.0% 93.6% 84.4% 78.3% 88.9% 85.7% 90.7%
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Ⅱ 推進方針の基本的な考え方 

１ 策定の趣旨 

本推進方針は、スポーツ庁及び文化庁による「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在

り方に関する総合的なガイドライン」（令和４年（2022）12 月）や文部科学省・スポーツ庁・

文化庁による「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」（令和２年（2020）９月）を参考に、

スポーツや文化芸術活動を通した生徒の健全育成という観点から、市内公立中学校を対象と

する学校部活動の地域クラブ活動への展開を進めるための方針として位置付けるものです。 

 

 ２ めざす姿と達成年度目標 

 

宍粟市部活動地域展開 
 

 

【めざす姿】 

宍粟市の子どもたちがスポーツや文化芸術活動に 

生涯にわたって親しむことのできる環境づくり 

 

【  達成年度目標  】 

令和７（2025）年度中に、本市においては多岐にわたる課題を整理しな 

   がら円滑で段階的な地域展開の検討を進めることとし、令和８（2026）年 

度からは、以下のとおり実施することを目標とします。 

 

〇 地域・学校の実情に応じた「部活動の地域展開」により、中学生の持続 

可能な活動機会の確保をめざします。 

 

〇 「部活動の地域展開」の達成目標を令和 10（2028）年 10月として取 

組を進めます。 

 

〇 環境が整った地域クラブ活動（受け入れ団体）から、その活動を開始し 

ます。 

 

                   ※P10「V 学校部活動の地域展開スケジュール」参照 
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Ⅲ 学校部活動の地域展開に向けた市・学校の役割 

地域における新たなスポーツ・芸術文化環境の整備充実に当たっては、市関係部署及び学校、

地域スポーツ・文化芸術団体等が連携しながら各々の役割を果たしていくことが必要です。 

 

１ 市の役割 

新たな地域のスポーツ・文化芸術環境を構築するためには、関係者間の共通理解により、

学校や地域の実情に応じた取組を進めていかなければなりません。 

そのため、部活動の地域展開に向け、スポーツ・文化芸術の振興を担う地域団体関係者や

関係機関からなる推進委員会を設置し、部活動の改革実行をめざして協議・検討しながら着

実に取組を進めていきます。なお、令和８（2026）年度からの改革実行期間に向けて、特に、

児童・生徒や保護者、学校関係者、地域展開型の地域クラブ関係者への「宍粟市部活動推進

方針」の丁寧な説明と広報活動等を十分行っていきます。 

 

２ 学校の役割 

本市の中学校の中には、合同チームによる活動を実施したり、種目（団体種目）を削減し

たりしながら、部活動を維持している学校が複数校あります。 

今後、各中学校においては、「校内部活動検討委員会（仮称）」を設置し、部活動地域展開

実行期間に創設された地域クラブ活動との連携等について検討していく必要があります。 

地域クラブ活動との連携においては、学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させて

いく視点や、学校と地域クラブ活動の間で生徒の活動状況に関する情報共有等に積極的に取

り組む視点を大切にしていきます。 

 

Ⅳ 学校部活動の地域展開に向けた主な課題と解決に向けた取組 

１ 市の体制整備の取組 

市は、関係部署（学校教育課・社会教育文化財課・教育総務課・施設設備課・まちづくり 

推進課等）による「部活動地域展開対策会議」を開催し、地域展開推進上の情報や課題を共

有するとともに、企画・制度設計部会（学校教育課）・施設環境整備部会（施設整備課）・地域

スポーツ活動部会（まちづくり推進課）・文化芸術・交流部会（社会教育文化財課）の４つの

部会体制で課題の解決を図っていきます。 

また、市は、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関係者からなる宍粟市部活

動地域展開推進委員会において、部活動の地域展開の状況について報告したり、関係する情

報の共有を進めたりしながら、本市の抱える部活動地域展開推進上の課題解決に向けての協

議を行います。 

 

２ 地域クラブ活動団体の整備の取組 

 部活動の地域展開を進めるにあたっては、受け入れを行う地域クラブ活動団体の創設を進 

めなければなりません。地域クラブ活動団体には、現在の市内中学校が有する部活動種目を

はじめ、児童生徒のニーズを踏まえた多様な活動が期待されます。 
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〇 地域クラブ活動団体の整備 

市は、地域クラブ活動団体の整備充実を支援していきます。その際、地域クラブ活動団

体としては、既存の少年スポーツ団体、スポーツ協会、競技団体、クラブチーム、文化芸

術団体等に加え、新たに創設されるクラブ等、多様なものを想定し整備していきます。 

 

〇 地域クラブ活動団体の認定 

市は地域クラブ活動団体の認定要件を定めた上で、公募、審査を経て、認定していきま 

す。認定を受けた地域クラブ団体は、ガバナンスコードに準拠した運営を行うことが求め

られます。 

認定を受けた地域クラブ団体は、部活動地域展開地域クラブとしての活動が認められ、 

小学校や中学校の児童・生徒に対して加入活動を行うことができます。 

認定要件については、早期にその内容を検討・作成して、令和７年度中に公募を開始で 

きるよう取り組みます。 

 

３ 地域クラブ活動の指導者（以下、地域指導者）の確保 

  〇 地域指導者の量（人数）確保 

市は、生徒にとってふさわしい地域スポーツ環境及び文化・芸術環境を整備するため、

専門性や資質・能力を有する指導者を確保します。 

また、地域クラブ活動団体は、スポーツ・文化芸術団体の地域指導者のほか、部活動指

導員となっている人材の活用、退職教職員、教職員等の兼職兼業、企業関係者、公認スポ

ーツ指導者、スポーツ推進委員、競技・活動経験のある大学生・高校生や保護者等、様々

な関係者から指導者の量（人数）を確保します。 

〇 地域指導者の質の確保 

  スポーツ団体及び文化・芸術団体等は、生徒の多様なニーズに応えられる指導者の養成

や資質向上の取組を進めていきます。 

また、地域指導者は、学校教育関係者等と必要な連携をしつつ、発達段階やニーズに応

じた多様な活動ができるように留意するとともに、ガバナンスコードを遵守し、生徒の事

故防止と安全の確保を優先し、暴言・暴力や行き過ぎた指導、ハラスメント等の行為は根

絶するよう取組みます。 

〇 教職員等兼職兼業 

市は、国が示す手引き等も参考としつつ、地域クラブ活動での指導を希望する教職員が、

円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、その取組を進めます。 

教育委員会が兼職兼業の許可をする際には、教職員の本人の意思を尊重し、指導を望ん

でいないにもかかわらず参加を強いられることがないよう十分に確認するとともに、勤務

校における業務への影響の有無、教職員等の健康への配慮など、事前に学校長へ学校運営

に支障がないことの確認も含め許可の決定を行います。 

教職員の服務監督を行う教育委員会及び地域クラブ活動団体は、連携して勤務時間等に

ついて適切な労務管理に努めます。 
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４ 活動場所・施設・交通手段の確保 

〇 活動場所・施設の確保 

市は、地域クラブ活動団体が、地域の中学校や公共のスポーツ・文化施設や、社会教育

施設、民間事業者等が有する施設のほか、小学校や高等学校、廃校施設等も活用できる環

境を整備し確保する取組を進めます。 

また、地域クラブ活動団体に対して、学校施設、社会教育施設や文化施設等について低 

廉な利用料を設定したり、スマートロックの設置や使用施設の予約方法の ICT 化等を進め

たりして利用しやすい環境づくりに努めます。 

市は、学校施設の円滑な利用を進めるため、学校、行政、関係団体による「地域クラブ

活動委員会（仮称）」を開催して、地域クラブ活動の際の利用ルールづくりを行います。 

  〇 交通手段の確保 

活動場所への移動については、公共交通（路線バス・コミバス等）利用やスクールバス

の活用について、関係機関等と協議しながら、移動方法の確保や、保護者負担等の在り方

について検討を進めます。 

 

５ 受益者（保護者）負担と公的支援 

 〇 受益者（保護者）負担 

地域クラブ活動団体の会費等については、基本的には受益者（保護者）負担となりま

す。地域クラブ活動団体は、生徒や保護者、地域住民等の理解を得つつ、活動の維持・運

営に必要な範囲で可能な限り低廉な会費を設定します。 

  〇 公的支援 

市は、地域クラブ活動団体や家庭の参加費用等の負担軽減を推進するために、例えば、

活動場所への移動や地域指導者への謝金、活動経費など、新たな家計負担に対し、公的な

支援等を検討していきます。 

また、経済的に困窮する家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用等の支援についても 

検討していきます。 

 

６ 保険の加入 

〇 保険加入の義務化 

地域クラブ活動は、学校部活動の災害共済給付の対象外となるため、傷害保険や損害保 

険等への個人での加入、実施主体・運営団体等によるスポーツ安全保険などの集団保険等

への加入の必要があることを周知していきます。 

地域クラブ活動団体は、指導者や参加者等に対して指定する保険（傷害保険や個人賠償 

保険）への加入を義務付け、怪我や事故が生じても適切な補償が受けられるようにします。 
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